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５ 令和３年度制度改正について
①ハラスメント対策の強化
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○事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に

周知・啓発すること。

○相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知

すること。

※カスタマー（利用者又はその家族等からの）ハラスメント防止のために事業主が講じることが望ましい取組

◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

◆被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等）

◆被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）

事業主が講ずべき措置の具体的内容

■雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定に基づき、事業主には、職場にお
けるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のための雇用管
理上の措置を講じることが義務づけられている。（令和３年４月から義務化）



５ 令和３年度制度改正・報酬改定のポイント
②業務継続に向けた取組の強化
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○ 業務継続計画の策定 ※イ、ロを一体的に策定することも可能

イ感染症に係る業務継続計画（平時からの備え、初動対応、感染拡大防止体制の確立）

ロ災害に係る業務継続計画（平常時の対応、緊急時の対応、他施設及び地域との連携）

○ 研修

◆計画の具体的内容を職員間に共有、平常時の対応の必要性・緊急時の対応に係る理解の励行

◆年１回（または年２回※）以上の定期的な開催、新規採用時には別に研修実施が望ましい、実施内容の記録

◆感染症の業務継続計画については感染症予防・まん延防止研修との一体的な実施も可

○ 訓練（シミュレーション）の実施

◆業務継続計画に基づいて役割分担の確認、感染症や災害発生時に実践するケアの演習を年１回（または年２回

※）以上定期的に実施

◆感染症の業務継続計画に係る訓練については感染症予防・まん延防止訓練との一体的な実施も可

※地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護の場合

事業者が講ずべき措置の具体的内容

■感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の
体制で早期の業務再開を図るための計画（以下。「業務継続計画」という。）を策定し、業務継続計画に従い、必要な
措置を講じなければならない。（３年間の経過措置期間）。



５ 令和３年度制度改正
③感染症対策の強化
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事業者が講ずべき措置の具体的内容

■介護サービス事業者に、感染症の発生又はまん延等の防止に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組
を義務づける（３年間の経過措置期間） 。

〇感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

専任の担当者の設定、感染症の知識を有する者を含む幅広い職種で構成することが望ましい、6月に１回（または３月に１回

※１）以上開催

〇指針の整備

平常時の対策（衛生管理、感染対策）及び発生時の対応（状況把握、拡大防止、他機関との連携、行政への報告）

等を規定

〇研修の実施

適切な知識を普及・啓発、指針に基づいた衛生管理の徹底、衛生的ケアの励行

年１回（または年２回※２）以上の定期研修及び新規採用時には研修実施

〇訓練の実施

発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき役割分担の確認、感染対策をしたうえでのケアの演習を実施

年１回（または年２回※２）以上

※1 地域密着型介護老人福祉施設の場合

※2 地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護の場合



５ 令和３年度制度改正
④高齢者虐待防止の推進
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〇虐待の防止のための対策を検討する委員会

構成メンバーの責務・役割分担を明確にし定期開催、事業所外の虐待の専門家を委員として活用することが望ましい、他の会議体

と一体設置も可

〇指針の整備

虐待防止に対する基本的考え方、組織、研修、発生時の対応方法・相談・報告体制、成年後見制度の利用支援、苦情解決方法、

当該指針の閲覧、その他虐待防止の推進に必要な事項

〇研修の実施等

基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発、指針に基づいた虐待防止の徹底を行うもの、研修プログラムを作成し、年１回（または

年２回※）以上の定期研修、新規採用時には必ず研修の実施

〇専任の担当者の設定

上記の措置を適切に実施するための専任担当者の設定

※ 地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護の場合

事業者が講ずべき措置の具体的内容

■全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再
発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける（３年間の経過措置

期間） 。
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